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税務課からのお知らせ 
 
◆家屋を取り壊したら 
  家屋に対する固定資産税は，毎年１月１日現在で

課税台帳に登録してあるものに課税されますので，

家屋を取り壊した場合は，滅失届を提出してくださ

い。 
  なお，職員が取り壊しを確認したものや建物滅失

登記が済んでいる場合は，届出は不要です。 
◆家屋を新築又は増築したら 
  家屋を新築又は増改築を行った場合は，工事終了

後，速やかに完了報告書を税務課に届け出なければ

なりません。届出後，職員が家屋調査に伺います。 
  また，売買や相続などで，未登記家屋の所有権移

転をした場合は，契約書等を添付のうえ所有者変更

届を提出してください。 
 
 ※ 提出する書類等は，税務課にあります。 
 ※ 詳しくは，税務課にお問い合わせください。 
 
 

 
 

社会保険料（国民年金保険料） 
控除証明書につて  

 
 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が，

１１月上旬に社会保険庁から送付されます。 
 国民年金保険料は，所得税や市町村民税の申告にお

いて全額が社会保険控除の対象になります。年末調整

や確定申告をする場合は，控除証明書（又は領収証書）

の添付が義務付けられていますので，申告のときまで

大切に保管してください。また，家族の国民年金保険

料を納付した場合は，納付した方が申告できます。 
 なお，平成２０年１０月以降に国民年金保険料を納

付した方には，来年２月上旬に「社会保険料（国民年

金保険料）控除証明書」が送付されます。 
◆問合せ  控除証明書専用ダイヤル 
       ☎０５７０－０７０－１１７ 
 
 

敬老祝（商品券）の使用をお早めに 
 
 ９月に町から敬老祝品として、７７歳以上の方にお

配りしました「大子町商店会の商品券」の有効期限が

平成２１年３月３１日になっています。加盟店で早め

にお使いください。 
 なお，期限が過ぎた商品券は使えなくなりますので，

御注意ください。 
 

１１月１１日は「介護の日」です 
 
 県では，県庁や総合福祉会館で講演会，介護・健康

相談，シルバーリハビリ体操のデモンストレーション

を行います。また，県庁２階県民ホールでは，１１月

１０日から１４日まで介護関係団体等によるパネルや

福祉用具を展示します。 
 詳 し く は ， 県 介 護 保 険 室 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kaigo/）
又は福祉課窓口に配置してあるリーフレットをご覧く

ださい。 
 
 
 

 

平成２０年度秋季全国火災予防運動 
 

『火のしまつ 君がしなくて 誰がする』 
（平成２０年度全国統一防火標語） 

 
 １１月９日（日）から１５日（土）まで全国一斉に

火災予防運動が実施されます。 
 火災を発生させないためにも，火気の取扱いには注

意しましょう。 
 また，１１月９日（日）の朝７時に火災予防運動の

ためサイレンを鳴らしますので，火災と間違わないよ

うにお願いします。 
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土曜日はプールの日！ 
 
 フォレスパ大子では，毎週土曜日をプールの日とし，

子ども料金が半額になります。 
◆プールの日料金（７・８月は除く。） 
 ○小学生  ５００円 → ２５０円 
 ○幼 児  ３００円 → １５０円 
  ※ 大人（中学生以上）は 

通常料金（８００円）と 
なります。 

 
（フォレスパ大子 ☎７２－６１００） 

 
 
１１月１１日（火）～１７日（月）は 

『税を考える週間』です 
 
◆平成２０年度のテーマ  「ＩＴ化・国際化と税」 
 
 ※ 詳しくは，国税庁ホームページ 

（http://www.nta.go.jp）をご覧ください。 
 
 
 
 

 
財務行政懇話会及び 
行政相談（国有財産関係）の開催  

 
 財務省関東財務局水戸財務事務所主催による財務行

政懇話会が開催されます。当日は，水戸財務事務所長

が講師となり「日本の財政を考える」というテーマで

講演を行いますので，お気軽にご参加ください。参加

される場合は，事前に水戸財務事務所まで連絡願いま

す。 
 また，皆さんの敷地内に，地番のない土地はありま

せんか？これらの土地は国有地であることが多いので，

お困りの方はご相談ください（無料）。 
◆期 日  １２月１日（月） 
 ○懇 話 会  午後１時３０分～３時 
        中央公民館講堂 
 ○行政相談  午後１時３０分～３時３０分 
        中央公民館中会議室 
◆問合せ 
  財務省関東財務局水戸財務事務所総務課 
   ☎０２９－２２１－３１８８ 内線２２，３３ 
 

（財政課 ☎７２－１１１９） 

 

教育ローンと利子補給制度のお知らせ 
 
 教育は子どもに残せる最高の財産です。茨城県勤労

者育英基金では，教育応援として，中央労働金庫の低

利な教育ローン利用者に対して一定の利子補給を行い，

お子様の夢を応援していきます。 
≪ろうきんの教育ローン≫ 
◆融 資 額  最高５００万円（労金の会員の方は 

１，０００万円まで） 
◆返済期間  １５年以内 
◆金  利  1.9％～2.4％（固定金利・特別金利） 

平成２０年１０月１日現在 
       保証料は，個人負担です。 
◆保  証  茨城県労働者信用基金協会の保証 
 
 【育英基金の利子補給制度】 
   茨城県勤労者育英基金とは，勤労者の教育費の

負担軽減を目的に，茨城県・市町村・中央労働金

庫が出資をして作られた公益法人です。 
   在学中（最長４年以内）はお子様一人当たり 

１００万円（１世帯３００万円）までの融資に対

し，年１％の利子補給を受けることができます。 
◆問 合 せ 
  中央労働金庫常陸太田支店大子出張所 
   ☎７２－３１３１ 
 

（観光商工課 ☎７２－１１３８） 
 

生ごみ処理容器を購入した方に 
補助金を交付します  

 
 町では，ごみの減量化を促進し生活環境の向上を図

るため，生ごみ処理容器（電気生ごみ処理機）を購入

した方に補助金を交付します。 
◆対 象 者 
 ○町内に住所を有し，居住している方 
 ○肥料化されたごみを自ら処理することができる方 
◆補助金額  購入額の２分の１以内（限度額２万円）

とし，１世帯につき１基とする。 
◆申 込 み  生活環境課 
◆申請に必要な書類等 
 ○申請書及び申請者の印鑑（朱肉を使用するもの） 
 ○振込先金融機関の口座番号等（郵便局を除く。） 
 ○生ごみ処理容器を購入したときの領収書（あて名，

生ごみ処理容器の機種等が記載されているもの） 
 
 
 

税務課 ☎７２－１１１６ 

生活環境課 ☎７２－１１９３ 
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平成２１年度 保育所入所案内 
 
 平成２１年４月から保育所に入所を希望される方は，

次により申し込んでください。 
◆募集保育所 
 ◇公立  頃藤保育所，小生瀬保育所，池田保育所， 
      西保育所 
 ◇私立  だいご保育園 
◆入所資格 
 大子町内に住んでいて，保護者が次のいずれかの事

情で保育に困っている家庭の児童です。 
 ①昼間，常に労働している場合（家庭外労働，自営

業，内職等） 
 ②妊娠中であるか又は出産後間がない場合（入所期

間は，出産予定日前２か月から後２か月までです。） 
 ③病気，けが又は精神若しくは身体に障害を有して

いる場合 
 ④長期にわたり家庭内の親族を看護している場合 
 ⑤震災，風水害，火災等の災害の復旧に当っている

場合 
 ※ 以上の場合でも，家庭内に保育のできる方がい

る場合は，入所の対象になりません。 
◆入所手続 
 入所児童１名につき１部の入所申込書を作成のうえ，

福祉課に提出してください。その時に児童の簡単な面

接を行いますので，入所を希望する児童を同伴してく

ださい。 
 入所申込書及び入所案内は，福祉課及び各保育所に

あります。 
◆申込期間  １１月１７日（月）～２８日（金） 
       午前８時３０分～午後５時３０分 
       （土・日曜日，祝日を除く。） 
 

 
 

サイレンが鳴ります 
 
 １１月１６日（日）執行の栃木県知事選挙に当たり，

投票日の周知と棄権防止のためのサイレンが鳴ります

ので，火災と間違わないようお願いします。 
◆日 時  １１月１６日（日） 
      午前７時，正午，午後７時 
◆方 法  ２０秒吹鳴 
 
 
 

 
 

１１月２５日は『ふれ愛献血デー』です 
 

時間 場所 
午前１０時～正午 
午後１時～３時３０分 

大子町役場 
（第１分室会議室） 

皆さんの温かい御協力をお願いします。 
献血手帳又は献血カードをお持ちの方は，持参して

ください。 
 
※ 受付の際に献血者の本人確認をしますので，運転

免許証，健康保険証等の提示に御協力をお願いしま

す。 
 
 

『こころの相談』のお知らせ 
 
◆日 時  １１月２５日（火） 午後１時～４時 
◆場 所  保健センター 
◆担当者  吉 田 麻里香 氏 
      （精神保健福祉士） 
◆料 金  無 料 
◆申込み  予約制ですので１１月２１日（金）まで

に健康増進課に申し込んでください。 
 
※ 本人が来所できない場合は，家族の方などでも

結構です。相談内容は一切漏らしません。 
 
 

 
 

 

税務署からのお知らせ 
 
 １１月４日から，納税者の皆様からの電話による国

税に関する質問・相談は，国税局「電話相談センター」

でお受けします。 
 これに伴い，税務署の代表電話が自動音声案内に変

わります。 
 具体的な操作については，音声案内に従っていただ

きますようお願いします。 
 なお，１０月２４日をもって，税務相談室水戸分室・

土浦分室は閉鎖しました。 
 

（太田税務署 ☎０２９４－７２－２１７１） 

お 知 ら せ 版  平成２０年１１月５日発行 第４４号

福祉課 ☎７２－１１１７ 

健康増進課 ☎７２－６６１１ 

大田原市選挙管理員会 ☎０２８７－２３－８７２５



 4

 

山林所有者の方へ 森林湖沼環境税の財源を活用し，町が間伐を実施します！ 
 
 平成２０年度から２４年度まで「森林機能緊急回復整備事業」として町内の山林の間伐を実施します。 
 山林所有者の皆さんの積極的な事業参加をお願いします。 
◆該当する山林 
 ○町が平成１８年度に行った，スギ・ヒノキ林の調査により樹齢１３年生から４７年生で間伐が必要とされた山林。 
◆施 行 方 法 
 ○山林所有者の費用負担なしで間伐（３０％以上）を行います。 
   ※ 間伐した木を搬出する場合は，搬出経費を全額山林所有者が負担することになります。 
 ○町が森林組合，認定事業体，素材生産業者等に委託します。 
◆そ の 他 
 ○間伐を希望する場合は，各地区の間伐推進委員，認定事業体等，農林課に相談してください。 
 ○本人の所有する山林を自ら施行する場合は，農林課に相談してください。 
 
≪間伐推進委員≫ 
 大子地区  益 子 一 男（山 田）  芳 賀 克 巳（元林業指導員） 
 依上地区  松 浦 宣 章（田野沢）  飯 岡 春 夫（田野沢）  小 松 輝 夫（相 川） 
 佐原地区  戸 村 一 元（左 貫）  斉 藤 嘉 臣（左 貫）  益 子 紀一郎（槙野地） 
 黒沢地区  鈴 木   久（上野宮）  戸 辺 洋 一（上野宮）  丹 治 弘 元（上 郷） 
        鈴 木 良 一（上野宮） 
 宮川地区  益 子 寛 行（下野宮） 
 生瀬地区  斎 藤 将 実（小生瀬） 
 袋田地区  佐 川 二三男（久野瀬）  肥 高   昭（南田気） 
 上小川地区  安 島 茂 男（頃 藤） 
 下小川地区  神 長 貞 夫（西 金） 

 
 
 

大子広域公園ハーフリレー 
マラソン大会参加チーム募集   

 
◆日  時  １２月２１日（日） 午前９時受付 
◆走  路  大子広域公園特設周回ハーフマラソン

コース（約 1.5 ㎞×１４区間） 
◆部  門  ○一般の部   ○女子の部 
       ○中学生の部  ○小学生の部 
◆参加人員  １チーム５名以上１４名以内 
◆参 加 費  １チーム ２，０００円（当日徴収） 
       小・中・高校生のチームは無料 
◆申 込 み  生涯学習課（リフレッシュセンター内） 
◆申込期限  １１月２５日（火） 
◆問 合 せ 
  体協陸上競技部長 小室（☎７４－０６３６） 
       事務局 飯村（☎７２－１１１６） 
           夜間は☎７７－０５６１ 
 
 
 

農業税務研修会を実施します 
 

◆日 時  １２月５日（金） 午後２時 
◆場 所  中央公民館 研修室 
◆内 容 
 ○講話  「押さえておきたい農業税務」 
  講師  小野瀬剛税理士事務所 小野瀬剛 氏 
  ・税務申告制度の概要について 

（青色申告，複式簿記など） 
  ・簡易課税と原則課税の選択について 

（メッリト・デメリット，手続きなど） 
  ・農業と付帯する事業を行っている場合に税務の

取扱いについて（消費税，個人事業税等） 
  ・肉用牛売却所得の課税特例について 
  ・その他 
◆対象者  大子町，常陸大宮市の農業経営者 
      （認定農業者，農業簿記講座・農業簿記

研究会の受講生，その他） 
 
 
 
 

生涯学習課 ☎７２－１１４９ 農林課 ☎７２－１１２８ 
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大子町３人っこ家庭応援事業 
 
 少子化の進むなか，希望する子どもの数をもてない

要因の一つとして経済的負担をあげる世帯が多いこと

から，町では，子育て家庭への経済的負担の軽減策と

して，３人以上子どものいる家庭の保育料の一部を助

成します。 
◆対象となる児童 
 次のすべての要件を満たす児童です。 
 (1)３歳未満の児童 
 (2)１８歳未満の児童が３人以上いる世帯の３人目以

降の児童。 
 (3)同一世帯から２人以上保育所等に同時入所してい

る場合であって，保育料が２分の１又は１０分の１

に軽減されている児童。 
 (4)前年分の所得税額が１０３，０００円未満の世帯

に属する児童 
◆助成金額 
  対象児童１人につき５，０００円 
  （保育料が月額５，０００円に満たない場合は，

当該保育料に相当する額）を年２回に分けて交付

します。 
◆申請方法 
  「３人っこ家庭応援助成金交付申請書」を福祉課

に提出してください。 
 
 

結婚・子育てわくわくキャンペーン 
 
◆「家庭の日」特別イベント 
 ○期 日  １１月１６日（日） 
 ○内 容  いばらき KidsClub カードの特別優待

（協賛店舗限定），子育て相談会（大洗

町，つくば市），街頭キャンペーンなど 
◆「親子のきずな」フォーラム 
 ○日 時  １１月２４日（月） 午後１時 
 ○場 所  県民文化センター大ホール 
 ○内 容  子守唄コンサート，講演会， 
       シンポジウム など 
 ○参加費  無 料 
◆問合せ  県子ども家庭課少子対策室 
       ☎  ０２９－３０１－３２６１ 
      URL htt://www.pref.ibaraki.jp/ 

bukyoku/hoken/jihuku/ 
 
 
 
 

 

児 童 巡 回 相 談 
 
◆日 時  １２月５日（金） 
      午前１０時～午後３時 
◆場 所  保健センター 
◆内 容  しつけ・ことば・適性・養育・精神や身

体・非行や性格などの相談 
◆相談員  福祉相談センター児童福祉司ほか 
◆問合せ  福祉課 
 
 

「だいご保育園」で 
一時保育を実施しています 

 
 病気やけが，冠婚葬祭，育児疲れなど，保護者の事

情で緊急・一時的に家庭での保育が困難となった場合，

一時的にお子さんをお預かりする一時保育事業を「だ

いご保育園」で実施していますので御利用ください。 
◆対象児童 
 満３歳以上で集団保育が可能な就学前の児童 
 （３歳未満の場合は，保育園に御相談ください。） 
◆保育時間 
 月曜日～土曜日（１月１日～３日は除く。） 
 午前８時３０分～午後５時３０分（延長も可能） 
◆料 金 
 １日（４時間３０分以上の場合）  ２，０００円 
 半日（４時間３０分未満の場合）  １，３００円 
 （延長する場合は，３０分ごとに２００円を加算） 
◆申込み及び問合せ 
 だいご保育園（大子５５４－２） 
  ☎７２－０３４５ 

 

全国一斉 
「女性の人権ホットライン」強化週間 

 
 職場における男女差別やセクハラ，夫やパートナー

からの暴力，ストーカーなどの女性に対するあらゆる

人権侵害について相談を受け付けます。 
◆期 間  １１月１７日（月）～２３日（日） 
◆時 間  午前８時３０分～午後７時 
      （土・日曜日は，午前１０時～午後５時） 
◆電 話  ０５７０－０７０－８１０ 
◆相談員  人権擁護委員，法務局職員 
◆問合せ  水戸地方法務局人権擁護課 
       ☎０２９－２２７－９９１９ 
 

（総務課 ☎７２－１１１３） 福祉課 ☎７２－１１１７ 
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町 営 住 宅 の 入 居 収 入 基 準 の 変 更 
 
 公営住宅法施行令が改正されましたので，平成２１年４月１日から入居申し込みできる方の入居収入基準（公営住宅へ

の入居申し込み可能な収入の上限）が次のとおり変わります。 
 

世帯区分 現   行 改正後（平成２１年４月１日から） 
一般世帯 政令月収２０万円以下 政令月収１５万８千円以下 
裁量世帯   〃  ２６万８千円以下   〃  ２１万４千円以下 

 ※ 政令月収：政令の規定に基づき，年間粗収入から，給与所得控除（高齢者世帯は公的年金等控除），配偶者控除，

扶養親族控除等を行ったうえで月収換算することにより算定したもの。 
 ※ 裁量世帯：次の１から４までのいずれかに該当する世帯。 
        １ 申込者，又は同居予定者に，次のaからcまでに該当する方が一人でもいる場合 
         a 身体障害者手帳の交付を受けている方（障害程度１級～４級） 
         b 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（障害程度が１級又は２級であること） 
         c 療育手帳の交付を受けている方（障害程度がbと同程度であること） 
        ２ 申込者が単身で５０歳以上の方 
        ３ 申込者が５０歳以上で，かつ，同居予定者のいずれもが５０歳以上，又は１８歳未満である場合 
        ４ 申込者，又は同居予定者に，次のaからdまでに該当する方がいる場合 
         a 戦傷病者手帳の交付を受けている方 
         b 厚生労働大臣の交付を受けている原子爆弾被爆者 
         c 海外からの引揚者 
         d ハンセン病療養所等入所者 
 
  ※ 町営住宅入居者の募集は，退出者があった時に随時公募し，町のお知らせ版等で周知します。 
 
 
 

 

パパ・ママ教室のお知らせ 
 
◆開 催 日  １回目 １２月 ３日（水） 
       ２回目 １２月１７日（水） 
◆時  間  午後６時～７時３０分 
◆場  所  保健センター 
◆内  容 

１
回
目 

・妊娠中と出産の経過 
・妊婦体操と出産の呼吸法（実技） 
・ビデオ「赤ちゃん このすばらしき命」

※妊婦さんはスラックス着用のこと 

２
回
目 

・赤ちゃんの沐浴（デモンストレーション）

・育児について 
・ビデオ「お父さんへのメッセージ」 

◆申込期限  １２月２日（火） 
◆申 込 み  健康増進課 
 

（健康増進課 ☎７２－６６１１） 

ごみ収集所の設置に 
補助金を交付します   

 
◆補助条件 
 ○設置場所土地所有者の承諾を得ること。 
 ○ごみ収集車が作業のために停車中に通行の支障に

ならないこと。 
◆補助金額  設置費用の２分の１以内 
       （限度額５万円） 
◆申 込 み  環境センター（☎７２－３０４２） 
◆申請に必要な書類等 
 ○申請書及び申請者の印鑑（朱肉を使用するもの） 
 ○土地使用承諾書及び利用者名簿 
 ○振込先金融機関の口座番号等（郵便局を除く。） 
 ○ごみ収集所の完成写真（正面・側面） 
 ○ごみ収集所を設置したときの領収書（あて名，収

集所等が記載されているもの） 
 

（環境施設課 ☎７２－３０４２） 

建設課 ☎７２－２６１１ 
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第３１回町民ゴルフ大会 
 
◆期  日  １１月１６日（日） 
◆場  所  ヴィレッジクラブ大子ゴルフコース 
◆参 加 者 
  大子町に在住する方又は勤務する方（学生を除く。） 
  ただし，過去の大会に参加した方は参加できます。 
◆申 込 み 
  １１月１２日（水）までに，参加費３，０００円

を添えて次のところへ申し込んでください。 
  ○フジタスポーツ（大子）  ☎７２－０１２０ 
  ○鏡山ゴルフセンター（池田）☎７２－５５８８ 
  ○中央公民館（担当 田那辺）☎７２－１１４８ 
◆プレー代  １０，０００円 
       （プレー費，昼食，税金含む。） 
◆組 合 せ  １１月１４日に各申込場所に掲示しま

す。 
◆そ の 他 
 ○競技方法は新ぺリア方式で，一般・シニア・ゴー

ルドシニア・女子の部があります。 
 ○１．０Ｒセルフプレー。キャディー希望の方は，

申し込んでください（実費）。 
 ○他のコンペを併せて行っても結構です。また，組

合せに希望があれば受け付けます。 
◆問 合 せ 
  事務局 役場農林課 円 谷 ☎７２－１１２８ 
      中央公民館 田那辺 ☎７２－１１４８ 
 
 

（生涯学習課 ☎７２－１１４８） 
 
 

毎月第１日曜日は 
「いばらき元気ウォークの日」です  

 
 平均寿命の延伸や生活習慣の変化に伴い，生活習慣

病が増加しています。生活習慣病は，日ごろの生活習

慣と深く関連しており，予防のためには食生活の改善

や適度な運動などが重要です。 
 このため，茨城県では毎月第１日曜日を「いばらき

元気ウォークの日」とし，ウォーキングによる県民の

運動習慣づくりを奨励しています。 
 健康を保持し増進させるため， 
ウォーキングを心がけましょう。 
 
 
 
 

 

恩給欠格者，戦後強制抑留者， 
引揚者の皆様へ  

 
 平成１９年４月から行ってきた『特別慰労品』贈呈

の受付が，平成２１年３月３１日で終了します。まだ

請求されていない恩給欠格者・戦後強制抑留者・引揚

者（終戦の日まで引き続き１年以上外地で生活してい

て戦後引き揚げてきた家族全員が対象）の方は，お早

めに請求してください。請求書等は，福祉課にありま

す。 
 なお，遺族の方からの請求はできませんのでご注意

ください。 
◆問合せ  〒１６２－８６７２ 
      東京都新宿区若松町１９－１ 
      独立行政法人平和祈念事業特別基金 
       ☎  ０１２０－２３４－９３３ 
      URL http://www.heiwa.go.jp 
 
 

 
 

いばらき出会い 
サポートセンター会員募集  

 
 「いばらき出会いサポートセンター」とは，結婚を

希望する独身男女に，相談及び「ふれあい」の機会を

提供するために，茨城県と茨城県労働者福祉協議会が

共同で設立した組織です。 
 大子町民の方が会員になった場合は，入会金 
（１０，０００円）を町が助成します。 
◆入会方法に関する問合せ 
  いばらき出会いサポートセンター 
    ☎  ０２９－２２４－８８８８ 
   URL http://www.ibccnet.com 
◆助成金の申請に関する問合せ 
  町企画課 ☎７２－１１３１ 
◆ふれあいパーティー日程 

日  時 場 所 募集年齢等 
１１月１５日 常陸太田 ４５歳以下 

２２日 那 珂 ５０歳以下 
１２月 ６日 土 浦 ４０歳以下 

７日 ひたちなか ５０歳以下 
１９日 水 戸 ４０歳以下 

１月１７日 鹿 嶋 ３６歳以下 
２４日 牛 久 親（情報交換）

 

（企画課 ☎７２－１１３１） 健康増進課 ☎７２－６６１１ 

福祉課 ☎７２－１１１７ 
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高速バスからつくばエクスプレスへの乗り継ぎ実証実験中です 

 
 ただいま高速バスを御利用になられるお客様の利便性を更に向上させるため，高速バスからつくばエクスプレス（ＴＸ）

への乗り継ぎを可能とし，東京方面への到着時刻の遅延が回避できることを主な狙いとした実証実験を行っており，好評

をいただいております。 
 なお，詳細についてはバス会社のホームページ等に掲載されていますので御確認ください。 

TX TX
八 秋
潮 葉

　 駅 原
※途中駅でも下車できます。 駅

徒歩乗り継ぎ
（約6分）

茨 浅 上 東
城 那 八
県 珂 潮
大 IC PA
子
町 草 野 京

国道118号線

高　　速　　バ　　ス

つくばエクスプレス
（区間快速17分・普通19分）

常磐自動車道 首都高速道路

 
◆実施期間  平成２１年３月３１日まで 
◆乗継運賃  １００円（ＴＸ八潮駅～秋葉原駅までの各駅間） 
◆高速バス（大子～東京線）の運行概要 
 ○運行時刻 

上り（東京方面） 下り（大子方面） 
茨交県北バス大子営業所 5:20 7:20 14:30 東 京 駅 八 重 洲 南 口 15:10 17:50 19:50 

や み ぞ 前 5:22 7:22 14:32 ↓ ↓ ↓ ↓ 

大 子 自 動 車 学 校 前 5:27 7:27 14:37 ↓ ↓ ↓ ↓ 

袋 田 の 滝 入 口 5:32 7:32 14:42 ↓ ↓ ↓ ↓ 

上 小 川 駅 5:41 7:41 14:51 上 小 川 駅 17:54 20:34 22:34 

↓ ↓ ↓ ↓ 袋 田 の 滝 入 口 18:03 20:43 22:43 

都 営 浅 草 駅 8:37 10:37 17:47 大 子 自 動 車 学 校 前 18:08 20:48 22:48 

上 野 駅 8:42 10:42 17:52 や み ぞ 前 18:13 20:53 22:53 

東 京 駅 日 本 橋 口 8:57 10:57 18:07 茨交県北バス大子営業所 18:15 20:55 22:55 
 ○運賃  大人２，８００円（大子地区同一運賃，小人半額） 
       ※ お得な「ツインチケット」，「６枚綴り回数券」もあります。 
 ○乗車券発売  茨交県北バス大子営業所 午前１０時～午後６時 
 ○電話予約  午前１０時～午後６時 
  ・ＪＲバスコールセンター 
    ☎０３－３８４４－０４９７ 
  ・水戸駅前サービスカウンター 
    ☎０２９－３０２－０５５６ 
  ・茨城交通高速バス予約センター 
    ☎０２９－３０９－５３８１ 
  ・茨城交通太田高速バス予約センター 
    ☎０２９４－７２－１１２７ 
 
 

１１月の納付のお知らせ 
 

★国民健康保険税    ５期分 
★介護保険料      ５期分 
★後期高齢者医療保険料 ５期分 

 
納期限は，１２月１日（月）です。 

 
（税務課 ☎７２－１１１６） 企画課 ☎７２－１１３１ 


